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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】フィードバックパスのバラツキの影響を最小限
に抑え、クロックの位相の調整を高精度に行うことがで
きるクロック分配回路を提供する。
【解決手段】クロック分配回路２１は、クロック信号を
生成するクロック生成回路、前記クロック信号が分配さ
れるクロック分配網２２、前記クロック分配網の分岐点
Ｎ１を通じて分配されるクロック信号で動作する順序回
路２６、を有する。クロック分配回路は更に、前記分岐
点から分岐した前記クロック信号をフィードバック信号
として入力し、該入力したフィードバック信号とリファ
レンスクロック信号とに基づいて、前記クロック信号を
前記クロック分配網へ出力するクロック生成回路を有す
る。前記分岐点は、前記クロック分配網の順序回路の前
段のクロックドライバ２５のうち、前記クロック生成回
路の近傍にあるクロックドライバに設けられる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クロック信号を生成するクロック生成回路と、前記クロック信号が分配されるクロック
分配網と、前記クロック分配網の分岐点を通じて分配されるクロック信号で動作する順序
回路とを有する、半導体集積回路のクロック分配回路であって、
　前記分岐点から分岐した前記クロック信号をフィードバック信号として入力し、該入力
したフィードバック信号とリファレンスクロック信号とに基づいて、前記クロック信号を
前記クロック分配網へ出力するクロック生成回路を有し、
　前記分岐点は、前記クロック分配網の順序回路の前段のクロックドライバのうち、前記
クロック生成回路の近傍にあるクロックドライバに設けられる
　ことを特徴とするクロック分配回路。
【請求項２】
　前記分岐点と前記クロック生成回路とを接続するフィードバックパスが配線集中を避け
て構成されることを特徴とする請求項１に記載のクロック分配回路。
【請求項３】
　前記分岐点は、機能及び性能の少なくともいずれかに関連の低い順序回路の前段のクロ
ックドライバに設けられることを特徴とする請求項１に記載のクロック分配回路。
【請求項４】
　前記クロック分配網は、前記クロック生成回路の近傍にフィードバック信号用の順序回
路を含み、該フィードバック信号用の順序回路に分岐点を有することを特徴とする請求項
１に記載のクロック分配回路。
【請求項５】
　前記分岐点は、他のクロックドメインで管理されるブロックとのデータ転送パスを有す
る順序回路の前段のクロックドライバに設けられることを特徴とする請求項１に記載のク
ロック分配回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クロック分配回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の半導体集積回路の微細化により、従来の半導体プロセスでは設計段階で考慮の必
要がなかった新たな要因により生じる製造バラツキの問題が回路設計に大きな影響を及ぼ
すようになっている。
【０００３】
　あまり微細化が進んでいない世代のプロセスでは、一般にロットやウェハ、材料等のた
めに生じる個体差の統計的分布を、バラツキとして取り扱ってきた。90nm世代以降の微細
化が進んだプロセスでは、前述の個体差に加え、電圧降下や加工精度によるチップ内のト
ランジスタや配線の個体差も、タイミングのバラツキ要因として設計段階に考慮しなけれ
ばならなくなった。
【０００４】
　すなわち、これらのバラツキの要因はタイミングの設計値に影響するために、タイミン
グマージンを多くとるという設計制約を加えなければならないことになる。特に、電気特
性の違いはクロックスキューの直接の悪化要因になり、クロックの分岐以降が長いブロッ
ク間のIFのような場所では経路差に対して与えるバラツキ対策のタイミングマージンがサ
イクルタイム中の多くタイミングを使ってしまう。
【０００５】
　このような状況に対し、クロックによる同期回路を設計する際、PLLやDLL等の位相調整
機構をチップ内に複数個利用して、クロックで駆動される末端の順序回路の位相を調整す
る方法が検討されている。このような方法としては、例えば、特開２００８－０１０６０
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７号公報に開示されるような実装形態がとられる。
【０００６】
　ここで、PLLやDLL等の位相調整の機構には、一般にフィードバックループの遅延が用い
られる。しかし、クロックが駆動する末端の順序回路への経路を独立に設計したのでは、
位相調整が不十分になる可能性がある。
【０００７】
　このため、特定の順序回路へのクロック経路の一部をフィードバックループパスの共通
の経路として利用する方法として、例えば、特開２００７－３３６００３号公報に開示さ
れるような実装形態が考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００８－０１０６０７号公報
【特許文献２】特開２００７－３３６００３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、現在では更に微細化が進み、マスクパターンの露光や素子や配線を構成
する薄膜の形成や研磨などの製造工程で起こるバラツキの問題まで設計段階に考慮しなけ
ればならない状況となっている。
【００１０】
　すなわち、全く同一の構造の素子や配線により回路をレイアウトしたとしても、配置さ
れる位置や周辺の回路のパターンにより製造段階に形状や電気特性が変わってしまう製造
工程のバラツキが無視できなくなってきた。
【００１１】
　この製造工程で起こるバラツキの影響はシステマティックな要因とランダムな要因との
両方の要因が関係するため、設計段階で正確に予測することが難しい。
【００１２】
　ここで、従来のPLLやDLL等の位相調整機構のフィードバックループパスの形成方法では
、クロック経路の多くを共通化し末端の順序回路の位相情報をフィードバックしている。
しかし、微細化したプロセスではフィードバックパス分岐以降の独立した経路内のクロッ
クドライバと配線の製造工程で起こるバラツキの影響を無視することができない。従って
、従来の手法ではバラツキの問題を完全に排除することは難しく、位相調整の精度低下が
予想される。
【００１３】
　特許文献２において、図１に示すような複数のDLL,PLLなどのクロック生成回路13を備
え、クロック生成回路13ごとにクロック分配網12a,12bを構成したクロック分配回路11a,1
1bが開示されている。クロック生成回路13が異なるクロック分配網12a,12b（クロックド
メイン）に属する順序回路間をつなぐデータ転送パス18を持つ順序回路16a,16bの分岐点N
A1,NB1からフィードバックする経路17a,17bを設けている。
【００１４】
　ここでは、一つのブロック10aについて着目して説明を行う。
【００１５】
　フィードバックを行う分岐点の設ける位置は次のように決定される。フィードバック分
岐点NA1から順序回路16aのクロック入力端子までのパスによる遅延とフィードバック分岐
点NA1からクロック生成回路13のフィードバッククロック端子までのパスによる遅延が0に
なるように決定される。位置的には、遅延時間差が小さくなるように、できるだけリーフ
に近くなるように分岐点が選択される。
【００１６】
　特許文献２において、製造工程における遅延時間のバラツキを考える。クロック生成回
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路13のCLKOUTから順序回路16aのクロック入力まで遅延は理想的な設計値からばらつく。
同様に、クロック生成回路13のCLKOUTからクロック生成回路13のFBK端子までの遅延も理
想的な設計値からばらつく。ここで、クロック生成回路13のCLKOUTから分岐点ＮＡ1まで
を共用する構成にすることで、共用部分のバラツキは正確にクロック生成回路13の位相調
整に反映させることができる。
【００１７】
　しかし、分岐点ＮＡ1から順序回路16ａのクロック入力までの遅延と分岐点ＮＡ1からク
ロック生成回路13のFBK端子までの遅延の差分が生じる。
【００１８】
　従来のフィードバック回路の形成方法では、順序回路に最も近いクロックドライバの入
力端子側に分岐点NA1を設けている。そのため、分岐点NA1から順序回路16aまでの遅延時
間と分岐点NA1からクロック生成回路13までの遅延時間を合わせるために、フィードバッ
クパス17内にクロックドライバ15a2を必要とする。その結果、フィードバックパス内のク
ロックドライバ15a2がバラツキの影響を受ける。分岐点NA1から順序回路16aのクロック入
力までの遅延時間A1と分岐点NA1からクロック生成回路13のFBK端子までの遅延時間A2に差
分が生じ、正しい位相情報をフィードバックすることができず、位相調整の精度が低下し
てしまう（図２参照）。フィードバックパス内でのバラツキが生じると、クロック分配網
内のすべての順序回路に影響を与えてしまい、位相調整の精度が低下してしまう可能性が
ある。
【００１９】
　また、クロック生成回路13と分岐点NA1の間の物理的な距離が考慮されていない。その
ためフィードバックパス17が長くなる可能性があり、フィードバックパス17の配線自体（
配線wf1,wf2）もバラツキの影響を受け、遅延時間に差が生じてしまい、位相調整の精度
低下の要因となる。
【００２０】
　そこで、本発明では、フィードバックパスのバラツキの影響を最小限に抑え、クロック
の位相の調整を高精度に行うことができるクロック分配回路を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明の一側面によれば、クロック信号を生成するクロック生成回路と、前記クロック
信号が分配されるクロック分配網と、前記クロック分配網の分岐点を通じて分配されるク
ロック信号で動作する順序回路とを有する、半導体集積回路のクロック分配回路であって
、前記分岐点から分岐した前記クロック信号をフィードバック信号として入力し、該入力
したフィードバック信号とリファレンスクロック信号とに基づいて、前記クロック信号を
前記クロック分配網へ出力するクロック生成回路を有し、前記分岐点は、前記クロック分
配網の順序回路の前段のクロックドライバのうち、前記クロック生成回路の近傍にあるク
ロックドライバに設けられることを特徴とするクロック分配回路が提供される。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、フィードバックパスのバラツキの影響を最小限に抑え、クロックの位
相の調整を高精度に行うことができるクロック分配回路を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】従来技術におけるクロック分配回路の構成を示す概略図。
【図２】従来例におけるクロック信号、フィードバック信号の波形タイミングを示すタイ
ミングチャート。
【図３】実施形態におけるクロック分配回路の構成を示す概略図。
【図４】実施形態におけるクロック信号、フィードバック信号の波形タイミングを示すタ
イミングチャート。
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【図５】他の実施形態におけるクロック分配回路の構成例を示す概略図。
【図６】実施例１における、レイアウトデータに基づいてフィードバックパスを設ける方
法を示すフローチャート。
【図７】実施例３における、レイアウトデータに基づいてフィードバックパスを設ける方
法を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　＜実施例１＞
　以下、実施形態に係るクロック分配回路について説明する。図３は本実施形態における
クロック分配回路の構成の一例を示す概略ブロック図である。クロック分配回路21は、半
導体集積回路に設けられ、外部のクロック信号の周波数および位相を参照信号として生成
されたクロック信号を、複数の順序回路26へ分配する。順序回路26は、供給されたクロッ
ク信号に基づき動作する。
【００２５】
　クロック分配回路21は、クロック分配網22と、PLL・DLLなどのクロック生成回路23と、
分配回路24と、クロックドライバ25と、配線とを具備する。フィードバック分岐点として
、クロック分配網の最終段のクロックドライバのうち、クロック生成回路23の近傍にある
クロックドライバに分岐点N1を設ける。分岐点N1の決定方法については後述する。
【００２６】
　なお、本実施例ではクロック生成回路には同一遅延時間で外部からリファレンスクロッ
ク信号が入力されているものとする。
【００２７】
　クロック生成回路23は、フィードバック信号を、リファレンスクロック信号に同期する
ように周波数および位相を変調し、クロック信号としてクロック分配網22に出力する。こ
こで、リファレンスクロック信号は、外部からクロックドライバ25n1および配線を介して
、クロック生成回路23のリファレンスクロック端子RCLKに供給される外部クロック信号で
ある。フィードバック信号は、フィードバック分岐点N1からフィードバックパス27を介し
て、クロック生成回路23のフィードバッククロック端子FBKに供給されるクロック信号で
ある。
【００２８】
　クロック分配回路21は、クロック生成回路23のクロック出力端子CLKOUTから出力された
クロック信号を複数の順序回路26に分配する。クロック分配網22は、クロック分配網22を
構成する配線と、その配線の途中に設けられた複数の分配回路24、複数のクロックドライ
バ25を備える。クロック分配網22上には、複数の分岐点（クロック生成回路23の近傍から
順にN1,N2,N3）が存在する。
【００２９】
　ここで、フィードバックパスの設定について、二つの方法を説明する。一つは、クロッ
ク配線後および配置配線後のレイアウトデータに基づいてフィードバックパスの分岐点を
選出しフィードバックパスを設ける方法である。もう一つは、あらかじめフィードバック
パスを設ける分岐点を選定しておき、配線実行前の概略配置処理であるフロアプランにて
配置制約を施すことでフィードバックパスの分岐点の配置を制御してフィードバックパス
を設ける方法である。
【００３０】
　まず、図６のフローチャートを参照して、レイアウトデータに基づいてフィードバック
パスを設ける方法について説明する。ここでは、例えば、通常のCTS (Clock Tree Synthe
sis) 手法などによってクロック配線が実行され詳細な配置配線が実行された後のレイア
ウトデータが活用される。はじめに、レイアウトデータに基づいてクロック生成回路の近
傍に存在する順序回路を抽出する（Ｓ６０１）。図３では、順序回路25n1,25n2,25n3がク
ロック生成回路の近傍に存在する。よってここでは、フィードバックパス分岐点は、クロ
ック分配回路網の最終段のクロックドライバ25n1,25n2,25n3のうちクロック生成回路23近
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傍にあるいずれかのクロックドライバ25n1,25n2,25n3の出力端子側の位置に設定される。
【００３１】
　次に、抽出した順序回路について、フィードバックパスの遅延時間を算出する（Ｓ６０
２）。ここでは、順序回路25n1,25n2,25n3にフィードバックパスを設けた際の遅延時間を
算出する。
【００３２】
　次に、当該算出した遅延時間が設計マージン内に収まっているかどうか判定し、最もク
ロック生成回路の近傍に存在する順序回路を選定する（Ｓ６０３）。ここでは、順序回路
２５ｎ１が選定されたとする。そして、選定された順序回路の前段のクロックドライバに
フィードバックパスを設ける（Ｓ６０４）。
【００３３】
　次に、あらかじめフィードバックパスを設ける分岐点を選定しておき、フィードバック
パスの分岐点の配置位置を制御してフィードバックパスを設ける方法について説明する。
【００３４】
　クロック配線および詳細な配置配線前の概略配置処理であるフロアプランにおいて、あ
らかじめ選定しておいた分岐点に接続される順序回路がクロック生成回路の近傍に配置さ
れるように制約を与える。続いて、当該配置制約に基づいて、配置配線およびクロック配
線を実行し、当該箇所が設計マージン内に収まるかどうかタイミング検証を実施する。設
計マージン内に収まらない場合は、当該順序回路の配置位置を修正する。
【００３５】
　また、設計マージン内に収まるようにフィードバック分岐点N1に対してクロック生成回
路23が近くに来るように配置させる構成であってもよい。
【００３６】
　以上のように、フィードバックパスのバラツキの影響を加味してフィードバックパスを
設定した結果、図３のようなクロックの位相の調整を高精度に行うことができるクロック
分配回路が実現される。
【００３７】
　図３では、例えば、分岐点をクロックドライバ25n1の出力端子に設けている。フィード
バックパス27は、クロック生成回路23の近傍にあるクロックドライバ25n1の出力端子側か
ら得るため、基本的には配線のみで構成することができ、遅延バラツキを生じさせる構成
要素を最小限に抑えることができる。そのため、分岐点N1からリーフの順序回路26n1の間
の遅延時間A3と分岐点N1からクロック生成回路23の間の遅延時間A4の差を小さくできる（
図４参照）。また従来技術と比べて、フィードバックパスの経路が短く構成される可能性
が高いので、周辺回路から受ける影響を小さくすることができる。なお、図３ではフィー
ドバックパス27が配線のみで構成されているが、設計マージン内に収まるならば、クロッ
クドライバが挿入されていても構わない。また設計マージン内に収まるようにフィードバ
ック分岐点N1に対してクロック生成回路23が近くに来るように配置させるような構成であ
ってもよい。
【００３８】
　したがって、同一のクロック分配パスによって分配されたクロック信号が、分岐点N1を
設けた順序回路26n1のクロック入力と、フィードバック信号としてクロック生成回路23の
FBK端子とに、分岐点N1からの分配遅延がほぼ等しくなるように分配される。このため、
クロック生成回路のFBK端子でのクロック信号は、順序回路26n1のクロック入力のクロッ
ク信号と同じ周波数であり、ほぼ位相が等しく位相調整を正しく行うことができる。
【００３９】
　＜実施例２＞
　上述の実施例１では、フィードバックパスの分岐点N1を、クロック生成回路23近傍にあ
る順序回路の前段のクロックドライバ25n1の出力端子から得た。しかし、クロック生成回
路23近傍で配線の集中が起きている場合には、配線混雑が生じないように分岐点を設ける
こともできる。例えば、クロック生成回路の近傍にSRAMや他のブロックとの接続を持つ回
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路や制御信号を生成する回路など多数の接続関係を有する回路が存在する場合を考える。
配線集中を避けるようにクロックドライバ分岐点を決定すると、配線混雑を起こすことな
く位相調整をすることができる。この他は実施例１と同様である。
【００４０】
　＜実施例３＞
　実施例３では、機能及び性能の少なくともいずれかに関連の低い、いわゆるタイミング
設計に余裕があるデータパスを有する順序回路、もしくはタイミングマージンが多いデー
タパスを有する順序回路の前段のクロックドライバの出力端子に分岐点を設ける。
【００４１】
　フィードバックパスの設定には、実施例１と同様に二つの方法がある。一つは、クロッ
ク配線後および配置配線後のレイアウトデータに基づいて、タイミング設計に余裕がある
パスを抽出し、フィードバックパスの分岐点を選定する方法である。もう一つは、あらか
じめタイミング設計に余裕があるデータパスを抽出しておき、配置配線実行前の、概略配
置処理であるフロアプランにて配置制約を施すことでフィードバックパスの分岐点の配置
を制御し、フィードバックパスを設ける方法である。
【００４２】
　まず、図７のフローチャートを参照して、レイアウトデータに基づいてフィードバック
パスを設ける方法について説明する。はじめに、レイアウトデータに基づいてクロック生
成回路から近傍に存在する順序回路を抽出する（Ｓ７０１）。次に、抽出した順序回路に
ついて、データパスの遅延時間を算出する（Ｓ７０２）。次に、抽出した順序回路のデー
タパスタイミングが設計マージン内に収まっているかどうか判定し、最もマージンに余裕
がある順序回路を選定する（Ｓ７０３）。そして、選定された順序回路の前段のクロック
ドライバの出力端子側からフィードバックパスを得る（Ｓ７０４）。
【００４３】
　次に、あらかじめタイミング設計に余裕があるパスを抽出しておき、当該パスの分岐点
がクロック生成回路の近傍に配置されるよう制御してフィードバックパスを設ける方法に
ついて説明する。
【００４４】
　タイミング設計に余裕があるデータパスの抽出方法としては、配置配線まで実施して正
確な遅延時間を算出する方法や、仮の配置配線まで実施して遅延時間を見積もる方法が考
えられる。
【００４５】
　クロック配線前、および詳細な配置配線前の概略配置処理であるフロアプランにおいて
、あらかじめタイミング設計に余裕があるデータパスを有する順序回路がクロック生成回
路の近傍に配置されるように制約を与える。
【００４６】
　当該配置制約に基づいて、配置配線を実行する。
【００４７】
　次に、当該箇所が設計マージン内に収まるかどうかタイミング検証を実施する。設計マ
ージン内に収まらない場合は、当該順序回路やクロック生成回路の配置位置を修正し、再
度タイミング検証を実施する。以上を繰り返し、設計マージン内に収まるようにフィード
バックパスを設ける。
【００４８】
　上記方法を実施することでタイミング設計に余裕のあるデータパスに対して製造工程に
起因するバラツキの影響を抑制し、位相調整の精度を向上することができる。この他は実
施例１と同様である。
【００４９】
　＜実施例４＞
　実施例４ではクロック分配網に新たにフィードバック信号用の順序回路（ダミー順序回
路）を設け、クロック信号生成回路の近傍に配置されるように構成する。ダミー順序回路
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の入力端子に分岐点を設定し、位相情報のフィードバックを行う。ダミー順序回路と分岐
点は配線のみで接続されることが望ましいが、ダミー順序回路と分岐点の間で遅延調整が
必要な場合はクロックドライバが複数段構成されていても問題はない。
【００５０】
　ダミー順序回路とクロック分配網との接続箇所については、実際に配置配線を実施して
正確な配置状況から決定してもよいし、仮の配置配線を実施し配置状況を見積もって決定
してもよい。
【００５１】
　以上のような構成にすることで、近傍に配置された順序回路が性能や機能に大きく関連
する順序回路である場合であっても、ダミー順序回路を用いることでドメイン間でのタイ
ミング設計に悪影響を与えることなく位相調整を行うことができる。また近傍に配置され
た順序回路の周辺で配線の集中が起きている場合であっても、新たに設けた順序回路をク
ロック生成回路近傍に柔軟に配置し配線混雑を起こすことなく位相調整を行うことができ
る。
【００５２】
　＜実施例５＞
　実施例５では、異なるクロックで管理されるクロックドメインが複数存在する場合に着
目する。異なるクロックドメイン間に属する回路間をつなぐデータ転送パスに着目し、デ
ータ転送パスを有する順序回路の前段のクロックドライバの出力端子に分岐点を設ける。
【００５３】
　図５は、本実施例に係るクロック分配回路の一例を示す概略ブロック図である。クロッ
ク分配回路31は、半導体集積回路内に設けられ、第１のリファレンスクロック信号として
外部のクロック信号の周波数および位相を参照信号として生成されたクロック信号を、複
数の順序回路36へ分配する。ここで、順序回路36aと順序回路36bはデータ転送のため接続
されている。データ転送パス38は、異ドメイン間データ転送パスを構成している。
【００５４】
　クロック分配回路31は、クロック分配網32と、PLLなどのクロック生成回路33と、分配
回路34、クロックドライバ35と、配線とを具備する。第１フィードバック信号用の分岐点
として、クロック分配網の最終段のクロックドライバのうち、クロック生成回路近傍にあ
るクロックドライバに分岐点N1を設ける。分岐点N1の決定方法については後述する。
【００５５】
　ここで、第１フィードバック信号用の分岐点は、クロック分配網の最終段のクロックド
ライバのうち、クロック生成回路33a近傍にあるクロックドライバ35na1の出力の端子側の
位置に設定される。よって、フィードバックパス37は実際の回路レイアウトで製造バラツ
キによるタイミングのズレが設計マージンに収まるように構成される。フィードバックパ
ス37は、クロック生成回路33近傍にあるクロックドライバ35na1の出力端子側から得るた
め、基本的には配線のみで構成することができ、遅延バラツキを生じさせる構成要素を最
小限に抑えることができる。そのため分岐点NA1からリーフの順序回路36na1の間の遅延時
間と分岐点N1からクロック生成回路33aの間の遅延時間を合わせることができ、位相調整
の精度を向上することができる。なお、図５ではフィードバックパス37が配線のみで構成
されているが、設計マージン内に収まるならばクロックドライバが挿入されていても構わ
ない。また設計マージン内に収まるようにフィードバック分岐点NA1に対してクロック生
成回路33aが近くに来るように配置させるような構成であってもよい。
【００５６】
　したがって、分岐点NA1までの同一のクロック分配パスによって分配されたクロック信
号が、分岐点NA1を設けた順序回路36aのクロック入力と、クロック生成回路33aのFBK端子
とに、分岐点NA1からの分配遅延がほぼ等しくなるように分配される。このため、クロッ
ク生成回路のFBK端子でのクロック信号は、順序回路36aのクロック入力のクロック信号と
同じ周波数であり、ほぼ位相が等しく位相調整を正しく行うことができる。
【００５７】
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　異なるクロックで管理されるブロック30bにおける回路構成も同様である。
【００５８】
　クロック生成回路33bは、第２フィードバック信号を、第２リファレンスクロック信号
に同期するように周波数および位相を変調し、第２クロック信号としてクロック分配網32
bに出力する。ここで、第２リファレンスクロック信号は、外部からクロックドライバ35b
および配線を介して、クロック生成回路33bのリファレンスクロック端子RCLKに供給され
る外部クロック信号である。ここでは、第２リファレンスクロック信号は、第１リファレ
ンスクロック信号と同一である。第２フィードバック信号は、第２フィードバック分岐点
NB1からフィードバックパス37の配線を介して、クロック生成回路33bのフィードバックク
ロック端子FBKに供給される第２クロック信号である。
【００５９】
　分岐点の決定方法は、ブロック30aの分岐点と同様にクロック生成回路近傍にあるクロ
ックドライバ35nb1の出力端子側に設定される。
【００６０】
　ブロック30aの接続される順序回路36のうちの順序回路36aと、ブロック30bの接続され
る順序回路36のうちの順序回路36bとは、データ転送パス38で接続されている。すなわち
、順序回路36aと順序回路36bとの間にデータの授受があるため、両者に供給されるクロッ
ク信号の位相が揃っている必要がある。そのため、分岐点はデータ転送パスを有する順序
回路36a,36bのクロック生成回路33a,33b近傍にあるクロックドライバ35na1,35nb1の出力
端子側にそれぞれ設定される。図５ではクロック分配網32aにおける第１フィードバック
分岐点NA1をクロックドライバ35na1の出力端子から順序回路36aのクロック入力端子まで
の間に設ける。同様にクロック分配網32bにおける第２フィードバック分岐点NB1をクロッ
クドライバ35nb1の出力端子から順序回路36bのクロック入力端子までの間に設ける。第１
フィードバック信号は順序回路36aのクロック入力のクロック信号とほぼ位相が等しくな
る。クロック生成回路33aに第１フィードバック信号と第1リファレンスクロック信号が入
力され、クロック生成回路内の位相比較器で位相差が０となるようにクロック生成回路33
aは第１クロックを出力する。同様に第２フィードバック信号は順序回路36bのクロック入
力のクロック信号とほぼ位相が等しくなる。クロック生成回路33bに第２フィードバック
信号と第２リファレンスクロック信号が入力され、クロック生成回路内の位相比較器で位
相差が０となるようにクロック生成回路33bは第２クロックを出力する。そしてクロック
生成回路33a,33bには同じ位相のリファレンスクロック信号が入力されさえすれば、クロ
ック生成回路33aのFBK端子における第１クロックとクロック生成回路33bのFBK端子におけ
る第２クロックとは同じ位相となる。したがって、順序回路36aでの第１クロック信号の
位相と順序回路36bでの第２クロック信号とを概ね合わせることができる。その結果、順
序回路36aと順序回路36bとの間のデータ転送のタイミングが合い、データ転送に悪影響を
与えることなく、異ドメイン間の位相調整の精度を向上することができる。
【００６１】
　ここで、製造工程に起因する遅延のバラツキを考える。クロック生成回路33aのCLKOUT
から順序回路36aのクロック入力までの分配遅延、およびクロック生成回路33aのCLKOUTか
らクロック生成回路33aのFBK端子までの遅延はバラツキの影響を受ける。しかし、クロッ
ク生成回路33aのCLKOUTから分岐点NA1までを共用する構成となっているため、共用部分の
バラツキは正確にクロック生成回路33aの位相調整に反映することができる。製造工程に
起因する遅延の実質的な影響は、分岐点NA1から順序回路36ａのクロック入力までの配線
による遅延と分岐点NA1からクロック生成回路33aのFBK端子までの配線による遅延の差分
となる。フィードバックパス内にクロックドライバが構成されず、配線を短く構成できる
ためバラツキの影響を減少させることができる。このことは、クロック分配網32bについ
ても同様である。したがって、順序回路36aから順序回路36bのデータ転送パスにおいて、
製造工程に起因したバラツキに影響を抑え、精度の高い位相調整の行うことのできるクロ
ック分配回路を構成できる。
【００６２】
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　なお、順序回路36a,36bはＦＦ、レジスタのほかに、クロックによって同期して出力す
る回路であればよい。また、クロック生成回路33a,33bから分岐点NA1,NB1までは、分岐点
なしに複数のバッファを介して分岐点NA1,NB1に接続される構成であってもよい。
【００６３】
　本発明のクロック分配回路では、図３に示すようにフィードバックパスの分岐点をクロ
ック生成部の近傍にあるクロックドライバの出力端子側からフィードバックパスを設ける
ことで、バラツキが生じる構成要素を最小に抑え、正しく位相調整を行うことができる。
【００６４】
　さらに、分岐点を、配線集中が起きていないクロックドライバに設けることで、配線混
雑を起こすことなく容易に位相調整を行うことができる。
【００６５】
　さらに、分岐点を、機能や性能に関係の低い順序回路（タイミング設計の余裕のあるデ
ータパスを有する順序回路）のクロックドライバに設けることができる。こうすることで
、ブロック内のタイミング調整に悪影響を与えることなく、容易に位相調整を行うことが
できる。
【００６６】
　さらに、クロック生成回路の近傍にフィードバックパスを設けるための順序回路を構成
し、分岐点をクロックドライバから設けることができる。こうすることで、ブロック内や
ブロック間のタイミング調整に影響を与えることなく、容易に位相調整を行うことができ
る。
【００６７】
　さらに、分岐点を、他のクロック分配網（クロックドメイン）で管理されるブロックと
のデータ転送パスを有する順序回路の前段のクロックドライバに設けることができる。こ
うすることで、ブロック間のタイミング調整に悪影響を与えることなく、容易に位相調整
を行うことができる。
【図１】 【図２】
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